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 法務省刑事局から日本不整脈学会に対し、「自動車の運転により人を死傷させ

る行為等の処罰に関する法律施行令」に関する施行令開始日の通知がありまし

たので、ご報告申し上げます。 
 
 昨年６月に国会で成立した道路交通法（以下道交法という）改正の大まかな

概要につきましては、既に本学会ホームページ（平成 25 年 9 月 28 日掲載）で

会員の先生方に通知いたしておりましたが、本年 6 月から施行予定となってい

ます。道交法改正の概略の詳細につきましては、近日中に再度学会ホームペー

ジでお知らせする予定にしていますが、道交法改正に伴う自動車の運転により

人を死傷させる行為等の処罰に関する法律（平成 25 年法律第 86 号）も一部改

正が行われております。 
 「政令で定める病気」により自動車運転時に人を死傷させた行為、とみなさ

れた場合の処罰として、「自動車運転死傷処罰法（危険運転致死傷罪に含まれま

す）」が新法として定められ、その施行が平成 26 年 5 月 20 日から施行開始され

るとの通知が法務省刑事局から来ました。道交法改正施行日より早期に自動車

運転死傷処罰法が施行されることになりますので、会員の先生方におかれまし

ては患者さまへの指導等に関して十分ご理解の上、ご説明いただきますようお

願い申し上げます。 
 以下に「政令で定める病気」および「自動車運転死傷処罰法」の概略を示し

ます。 



 

 
 



 

１、「自動車運転過失致死傷罪」 
　　　過失犯（不注意）によって起きた事件 
　　　 ７年以下の懲役刑・禁固刑か１００万円以下の罰金刑 
 
２、「危険運転致死傷罪」 
　　　悪質で危険な運転が原因で、人を死亡させた場合は２０年以下の懲役刑、 
　　　人を負傷させた場合は１５年以下の懲役刑 
 
　　＜自動車運転死傷処罰法＞ 
　　○　病気の影響で正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、その状態で 
　　　　　あることを自分でもわかっていながら自動車を運転し、 
　　○　その結果、病気の影響で正常な運転が困難な状態になり、人を死亡させたり、 
　　　　　負傷させたりした場合、に適応される 
　　　人を死亡させたときは１５年以下の懲役刑、負傷させたときは１２年以下の懲役刑 
　　　に処する 
 

「政令で定める病気」と自動車事故による罪刑 


